
 

 

令和３年度第１回柏市保健衛生審議会母子保健部 会会議録  

 

１  開催日時  

  令和３年９月２９日（水）から１０月２９ 日（金）  

   資料送付   ９月２９日（水）  

   質疑書提出  ９月２９日（水）から１０月７日（木）まで  

   事務局回答  １０月２０日（水）  

   意見書提出  １０月２０日（水）から２６日（火 ）まで  

   議決日    １０月２９日（金）  

 

２  開催方法  

  書面開催  

   

３  委員等  

 (1) 委員  

   青木委員，足立委員，金岡委員，菊池委員，窪谷委員，黒滝

委員，佐藤委員，杉山委員，平野委員，和田委員，渡部委員，

渡邊委員  

 (2) 関係課等  

   山崎保健所長，沖本保健所次長，戸来保健所次長，相馬健康

増進課長，恒岡子育て支援課長，込山こども福祉課長，依田

保育運営課長，渡辺こども発達センター所長，中村学校保健

課長，小川障害福祉課長  

 (3）事務局  

   根本地域保健課長，丸山副参事，星専門監，山田統括リーダ

ー，鈴木副主幹，齋藤主査，中村主任，竹本主事  

４  議題  

  柏市母子保健計画中間評価（案）について  

 

５  議事（要旨）  

 (1) 事務局作成の資料を配布  

  

 



 

 

  (2) 議題  

  母 子保健 計画 中間評価 （案 ）に ついて  

  議 事１  「第 １章はじ めに 」に ついて  

   質疑・意見はなし。  

   

    議事２  「第 ２章  柏 市の 母子 保健を取 り巻 く現 状と課題 につ  

       い て」  

   出された主な質疑・意見は以下のとおり。  

  【 青木委 員】  

    昨年度検討，承認済みとは承知しておりますが，指標７ 乳

幼児健康診査の未受診率の最終目標が高く修正されているこ

と が ，（ ４ ） 課 題 の 中 で “ 受 診 率 を 向 上 さ せ る ” と な っ て い

ることと矛盾するように感じます。  

  （ 事務局 ）  

    令 和 ２ 年 度 の 母 子 保 健 部 会 の 中 間 評 価 指 標 見 直 し の 際 ，

幼 児 健 康 診 査 の １ ０ 年 後 の 目 標 値 を 現 実 的 な 数 値 に 修 正 を

行いました。  

    幼児健康診査の未受診者へのアプローチは，虐待の早期発

見にもつながることから対応の強化を図り，令和２年度は未

受診率は減少しました。  

    今後も，受診率向上の取り組みとして受診勧奨と丁寧な未

受診者対応を継続して行ってまいります。  

  【 菊池委 員】  

    ２１頁  調査結果ですが，全体的に結果の示し方が的確で

は あ り ま せ ん 。 特 に 基 本 施 策 ３ に 注 目 し ま す 。 本 来 は ，「 子

育ての満足感の高さと父親の育児参加の割合の高さが関連し

ている」という表現になるかと思います。中間評価の表現を

借 り る と ，「 父 親 の 育 児 参 加 が 多 い 人 ほ ど ， 子 育 て に 満 足 て

いる人が多い傾向がある」方が現実的です。しかし，データ

から言えるのは，”因果”ではなく”関連”が本来です。  

    こちらの調査結果の表現が，この後，たくさん使われてい

るので，修正が大変だと思いますが，的確な表現でないと ，

説得力が低くなると思います。  



 

 

  （事 務局 ）  

    調 査 結 果 の 表 現 に つ い て よ り 市 民 の 方 へ わ か り や す く ，

ま た 齟 齬 の な い 内 容 を お 伝 え で き る よ う ， 内 容 の 修 正 を 行

ってまいります。  

  【 菊池委 員】  

    回答番号２の調査結果については，具体的な修正した表現

を提示していただきたいです。  

  （ 事務局 ）  

    修正した表現は第２回母子保健部会にてご提示し，改めて

ご意見をお伺いさせていただく予定となっております。  

  【菊 池委 員】  

    ２ ０ 頁  指 標 １ ４ と １ ５ （ 特 定 妊 婦 ・ ハ イ リ ス ク 妊 婦 ）

は ， こ れ ま で の 審 議 会 で も 議 論 が あ り ま し た 。 ４ ６ 頁 １

（ ４ ） に 例 示 さ れ て い る 補 足 デ ー タ ， あ る い は 人 口 動 態 デ

ー タ と し て 活 用 し ， 目 標 指 標 か ら 外 す こ と を 改 め て 提 案 し

たいです。  

  （事 務局 ）  

    指 標 １ ４ と １ ５ （ 特 定 妊 婦 ・ ハ イ リ ス ク 妊 婦 ） に つ い て

は ， 今 後 は 補 足 デ ー タ （ 要 支 援 ケ ー ス フ ォ ロ ー の 割 合 ） を

用 い て 推 移 を 見 て ま い り ま す 。 計 画 策 定 時 に 指 標 と し た も

の で す の で ， 指 標 の 変 更 は 行 い ま せ ん が ， デ ー タ の 活 用 に

ついては再度検討してまいります。  

  【 窪谷委 員】  

    柏 市 の 体 制 づ く り は 着 実 に 進 ん で い る と 評 価 で き ま す 。

一 方 で ハ イ リ ス ク 妊 産 婦 が 増 加 す る 中 で ， 就 労 す る 妊 婦 や

産 後 職 場 復 帰 す る 女 性 の 割 合 の 増 加 を 目 指 す の で あ れ ば ，

行 政 に お け る 母 子 保 健 分 野 の マ ン パ ワ ー 確 保 ・ 人 材 育 成 子

育 て 支 援 施 策 に 加 え ， 各 医 療 機 関 内 に お け る 保 健 指 導 ， 助

産 師 外 来 ， ハ イ リ ス ク 妊 産 婦 対 応 の 充 実 を 図 る こ と は 喫 緊

の 課 題 で す 。 調 査 結 果 を 医 療 機 関 に も 共 有 し ， 施 策 推 進 の

た め の 予 算 確 保 （ 産 婦 健 診 事 業 の み な ら ず 心 理 士 ， ソ ー シ

ャ ル ワ ー カ ー な の 配 置 に 関 す る 補 助 な ど ） を お 願 い し ま す 。

乳 幼 児 健 康 診 査 未 受 診 者 の 背 景 に つ い て も 調 べ ら れ る と 良



 

 

い と 思 い ま す 。 周 産 期 か ら フ ォ ロ ー で き て い る か ， ア ク セ

ス や 啓 発 ・ 受 診 勧 奨 の 仕 方 に 課 題 が な い か 検 討 し て 下 さ い 。  

  （事務 局）  

    医療機関をはじめ関係機関とのタイムリーな情報共有，支

援の検討等の連携の強化が必要と考えます。課題を共有し施

策に反映させられるような仕組 みづくりに取り組んでまいり

ます。母子保健や子育て支援に関する会議等の場を活用した，

情報共有や意見交換，対応策の検討を行いたいと考えており

ます。  

    予算確保・人材の確保のため，国の方針を注視し補助金の

有効活用等も検討してまいります。  

    幼児健診未受診者につきましては，保健師等による家庭訪

問や電話等で状況確認を確実に行い令和２年度は把握率が上

昇しております。今後も早期把握と対応を行ってまいります。  

  【 菊池委 員】  

    窪谷委員の御意見，また担当課からの回答に賛同します。  

  【 杉山委 員】  

    乳幼児健康診査の未受診率が悪くなっている件については

評価に挙げられているように，受診率を向上させ，未受診者

の状況把握につなげることが重要だと思います。未受診者や

アンケート非回答の方々をどう拾い上げていくかが大切だと

思います。又，虐待についてはもっと大きく取り上げるべき

課題かと思いました。  

  （ 事務局 ）  

    乳 児 健 診 に つ き ま し て は 医 療 機 関 に 委 託 し て お り ， 市 が

受 診 状 況 を 確 認 で き る ま で ２ か 月 ほ ど 要 す る た め ， 即 時 に

状 況 把 握 す る こ と が 困 難 な 状 況 が あ り ま す 。 ま ず は ， 母 子

健 康 手 帳 の 発 行 時 に 健 診 に つ い て 啓 発 す る こ と で 受 診 率 の

向上を図ります。  

    幼児健診につきましては，未受診者に対する取り組みとし

て，電話連絡や訪問を通じた，児及び保護者の健康状態，発

達等の確認や，他課と連携し所属先の確認等を行い，虐待リ

スクの早期発見に努めています。特に支援が必要な家庭や配



 

 

慮が必要な子どもの受診状況は，速やかに職員間で共有し受

診勧奨を行い，必要があれば健診の対象月齢を過ぎた場合も

受け入れる等の支援体制の強化を図っています。  

    今後も，受診率向上の取り組みとして受診勧奨と丁寧な未

受診者対応を継続して行ってまいります。  

  【 渡邊委 員】  

    妊娠中の食事（３食）の摂取状況が改善されておらず残念

です。子どもの生活リズムとの関連もあるのでぜひ対応を進

めていただきたいと考えます。  

  （ 事務局 ）   

    妊 娠 ， 出 産 ， 授 乳 等 に 当 た っ て は ， 健 康 な か ら だ づ く り

や 適 切 な 食 習 慣 の 定 着 が 重 要 で す 。 そ の た め ， 妊 娠 届 時 に

は ２ ０ ２ １ 年 ３ 月 に 改 定 さ れ た 「 妊 産 婦 の た め の 食 生 活 指

針 」 の リ ー フ レ ッ ト を 用 い て ， 専 門 職 よ り バ ラ ン ス の 良 い

食事について説明しています。  

    引き続き，ママパパサロンでの栄養講話や電子親子手帳等

を活用した啓発など，様々な母子保健 事業を通じて，家族ぐ

るみで健康的な食生活を実践できるよう切れ目のない支援を

行ってまいります。  

  【渡 邊委員 】  

    十代の喫煙率と飲酒率のベースラインが高かったこと，飲

酒率の中間評価は，改善されたものの高いことに驚くととも

に対応の重要性を認識しました。  

  （ 事務局 ）  

    令 和 ２ 年 度 に 実 施 し た 喫 煙 ・ 飲 酒 に 関 す る 小 中 学 生 向 け

の調査では，前回調査と比較すると喫煙率小学６年生 1.1％

→ 1.1％ ， 中 学 ３ 年 生 1.1％ → 0.7％ ， 飲 酒 率 小 学 ６ 年 生

16.6％→ 13.9％，中学３年生 14.6％→ 8.9％と改善傾向にあ

り ま す 。 引 き 続 き １ ０ 代 の 喫 煙 率 及 び 飲 酒 率 の 減 少 に 向 け

て ， 若 い 世 代 へ の 健 康 影 響 に 関 す る 啓 発 を 進 め て ま い り ま

す。  

 

 



 

 

  議事 ３  「第 ４章  施 策の 取り 組みと推 進体 制」 について  

  １  行政の 役 割   ２  関係 団体 等の役割  ３  市 民の取り 組み  

   出された主な質疑・意見は以下のとおり。  

  【青 木委 員】  

    乳 幼 児 健 康 診 査 の 受 診 率 が 上 昇 傾 向 に あ る こ と は 素 晴 ら

し く 、 引 続 き 取 り 組 ん で い た だ き た い で す が 、 一 方 、 未 受

診 家 庭 に 虐 待 の リ ス ク が 高 い こ と 考 え る と 、 ア ウ ト リ ー チ

な ど 未 受 診 家 庭 へ の 支 援 体 制 の 強 化 も 検 討 し て い た だ き た

いです。  

  （事 務局 ）  

    未 受 診 者 に 対 す る 取 り 組 み と し て ， 電 話 連 絡 や 訪 問 を 通

じ た ， 児 及 び 保 護 者 の 健 康 状 態 ， 発 達 等 の 確 認 や ， 他 課 と

連 携 し 所 属 先 の 確 認 等 を 行 い ， 虐 待 リ ス ク の 早 期 発 見 に 努

めています。  

    特に支援が必要な家庭や配慮が必要な子どもの受診状況は，

速やかに職員間で共有し受診勧奨を行い，必要があれば健診

の対象月齢を過ぎた場合も受け入れる等の支援体制の強化を

図っています。  

  【 菊池委 員】  

    ４ ９ 頁  関 係 団 体 等 の 役 割 な の で ，「 関 係 団 体 等 は 」 と ，

関 係 団 体 を 主 語 に す る の が 良 い と 思 い ま し た 。 中 間 評 価 の

文 言 は ， 主 語 が 行 政 に な っ て い る よ う に 思 い ま す 。「（ 行 政

は）関係団体等と」  

  （ 事務局 ）  

    主語を明確に示すよう，修正してまいります。  

  【 窪谷委 員】  

    「健やかな体と心を作る学びの推進」については多面的な

取り組みも必要ですが，妊婦については基本的な生活習慣，

食生活について可能な限り対面で指導を受けることが望まし

いです。医療機関ごとの工夫はあるかと思いますが，当院で

は栄養相談，助産師外来をベースに栄養，健康状態と家族背

景などの詳細を把握し，医師の診察で様々な疾病が妊娠中も

コントロールされているか確認しています。本人に自覚症状



 

 

が ほ と ん ど な い 段 階 で も 入 院 治 療 が 必 要 と な る 疾 病 (切 迫 早

産 ， 妊 娠 高 血 圧 症 候 群 )も あ り ま す 。 行 政 に は そ の よ う な 観

点から母子手帳取得時などに妊娠中の健康行動の大切さを指

導して欲しいと思います。  

  （ 事務局 ）  

    健 康 づ く り に つ き ま し て は ， 切 れ 目 な い 支 援 と し て ， 乳

幼 児 期 や 学 齢 期 か ら の 望 ま し い 生 活 習 慣 づ く り に 取 り 組 ん

で ま い り ま す 。 学 校 保 健 と の 連 携 （ 栄 養 ， 歯 科 ， 思 春 期 保

健 等 ）， 家 族 全 体 の 健 康 づ く り （ 生 活 習 慣 病 予 防 ） へ の 取 り

組 み を 行 い ま す 。 ま た ， 働 く 妊 婦 が 増 え て お り ， 母 子 健 康

手 帳 発 行 時 の 面 談 に て 生 活 習 慣 に つ い て 説 明 し て い る と こ

ろ で す が ， 地 域 職 域 と の 連 携 も 今 後 検 討 し て い く 必 要 が あ

ると課題認識しております。  

  【 杉山委 員】  

    環境を整え，地域での活動を通して，支援を強化していく

ことも大事です。それに加えて，コロナ禍の状況もあります

ので，オンラインやステイホームでも出来るサービス，取組，

支援を積極的に行い，受け口を広くしていくこ とも大事だと

思 い ま す 。（ 情 報 共 有 ， 周 知 を 連 携 機 関 で も 積 極 的 に 行 う な

ど）  

  （ 事務局 ）  

    人 と の 関 わ り が 制 限 さ れ る コ ロ ナ 禍 に お い て ， 有 用 な 母

子 保 健 情 報 を オ ン ラ イ ン で お 届 け す る 電 子 親 子 手 帳 が 注 目

され，登録者数も増えています。  

    ホームページ「柏市子育て情報はぐはぐ柏」を含め，電子

媒体については，選択肢の一つとして利用していただけるよ

う今後もＰＲしてまいります。  

    同時に，母子が安心して人と会って遊び，相談もできるよ

う，予約制の遊び場情報や，個別の相談場所についても，地

域の連携機関のご協力を得て，周知に努めてまいります。  

  

 

 



 

 

  議 事４  「第 ４章  施 策の 取り 組みと推 進体 制」 について  

   ４  推 進体 制  

   出された主な質疑・意見は以下のとおり。  

  【青 木委 員】  

    議事３の支援体制の強化については、行政だけでは限界 あ

ると思われるため、乳幼児の所属機関や医療機関、訪問して

もらえる民間団体への委託など関係機関との連携が図れると

よいと考えます。  

  （ 事務局 ）    

    未受診者については，保育運営課をはじめとする庁内関係

部署と連携し，児の現状について把握を行っております。  

    また，子育て支援関係者会議等の場での情報交換や，民 間

の機関の職員が母子保健事業の場を視察する機会を設ける等，

連携しやすい体制づくりに努めております。  

  【足 立委 員】  

    産後ケアは現在，宿泊型とデイケアのみとなっているが沢

山の母子支援の為アウトリーチ型もぜひ検討してほしい。  

  （ 事務局 ）  

    様々な背景を抱える産婦や多用なニーズのため産後ケア事

業のアウトリーチ型については他市への調査等を行うなど，

実施について検討をしているところです。  

    必要な方へ必要な支援を提供でき，産後ケア事業を必要と

している方へ適切にサービス提供ができるように，産後ケア

事業含めた様々な母子保健事業と連動した支援体制の充実を

図ってまいります。  

  【 足立委 員】  

    災害時の母子支援，啓もう活動が中心となっている。もっ

と積極的な支援企画（例えば母子福祉避難所の設立）を検討

してほしい。  

  （ 事務局 ）  

    現在，福祉避難所として妊産婦や乳幼児が利用できる施設

は，市と協定を締結しているホテル等がありますが，今後も

引き続き福祉避難所の拡充を図るとともに，避難者である妊



 

 

産婦及び乳幼児への保健指導等の充実についても検討してま

いります。  

  【 菊池委 員】  

    ５０頁の「ヘルスプロモーションの理念に基づく取組の推

進」がとても大切だと思います。オンライン動画によるヘル

スプロモーションを行政が関係団体に依頼し，市民が受講で

きる（電子母子手帳に配信等）仕組みを作るのはどうでしょ

うか。  

    例「ママパパサロン」に参加しているマ マ・パパへのイン

タビューなんていうコンテンツがあると良いのでは。 しっか

り予算もつけて。  

  （ 事務局 ）  

    ご意見のとおり，母子保健計画の推進には，地域全体で取

り組む「ヘルスプロモーションの理念に基づく取り組 みの推

進」が大切と認識しております。関係団体等や市民と共に，

取り組みを推進してまいります。  

    オンラインの活用では，ズーム等を活用した産前産後サポ

ートの実施の検討，電子親子手帳を活用した情報提供の充実

ＨＰを活用した動画等による啓発の充実に取り組んでおりま

す。今後，いただいたご意見も参考にさせていただきながら，

コンテンツの内容や関係団体への依頼も含めた実施方法につ

いて，検討を重ねてまいります。  

  【 窪谷委 員】  

    コロナ禍において人と人の接触，人流を減らさざるを得な

い状況は母子保健分野の啓発につい ては大きな障壁ではあり

ますが，デジタル機器を活用した情報提供，対面での相談な

どを積極的に推進して欲しいと思います。妊娠出産子育てと

仕事の両立は経済的にも大きな課題を抱える社会状況の中で，

難しい判断を余儀なくされることが少なくありません。一行

政の部門だけで抱えられる課題ではなく，国が本腰を入れて

発信し施策を進める必要があります。柏市の合計特殊出生率

の低下が鈍化している面をポジティブに捉えるなら，子育て

世代にとってどのような良さがあるか，アピールしては如何



 

 

でしょうか。健康につながる多くの自然や公園，保育施設か

ら学校，転入から妊娠・出産・子育てにつながる公共の相談

窓 口 ， 医 療 施 設 な ど が 充 実 し て い る こ と を 含 め (充 実 し て な

い と こ ろ が あ れ ば 相 談 し て 下 さ い )， 安 心 感 を 与 え る こ と も

大切です。  

  （事 務局 ）  

    子 育 て 世 代 が 安 心 感 を 持 っ て 子 育 て で き る よ う 関 係 部 署

との連携を深めてまいります。   

    デジタルツールの活用では，ズーム等を活用した産前産後

サポートの実施の検討，電子親子手帳を活用した情報提供の

充実，ＨＰを活用した動画等による啓発の充実に取り組んで

おります。また，はぐはぐ柏のリニューアルを行い，わかり

やすい情報発信に努めているところであります。今後も子育

て支援課等の関係部署と連携しながら子育て世代にわかりや

すい，柏市の良いところをクローズアップしたＰＲに努めて

まいります。  

  【平 野委 員】  

    こ の コ ロ ナ 下 ， 健 康 づ く り 推 進 員 は 関 係 団 体 と し て 何 も

出 来 な い の が 歯 が ゆ い 。 推 進 員 の 赤 ち ゃ ん 訪 問 も 出 来 る 方

法を考え活動再開をお願いしたい。  

  （事 務局 ）  

    柏 市 民 健 康 づ く り 推 進 員 の 皆 さ ん が 行 っ て お り ま す 「 母

と 子 の つ ど い 」，「 推 進 員 の 赤 ち ゃ ん 訪 問 」 等 の 活 動 は ， 地

域 ぐ る み の 子 育 て 支 援 を 担 う 大 切 な 活 動 と 認 識 し て お り ま

す 。 し か し ， 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り ， 令

和 ２ 年 ３ 月 以 降 の 柏 市 民 健 康 づ く り 推 進 員 の 活 動 は ， 同 年

９ 月 か ら １ ２ 月 に 赤 ち ゃ ん 訪 問 を 非 対 面 方 式 に よ り 一 時 再

開 し た 他 は ， 長 期 に わ た り 中 止 し た ま ま 今 に 至 っ て お り ま

す。  

    今後の感染状況の推移を見ながら，活動再開の時期や，安

心して参加できる実施方法等について柏市民健康づくり推進

員の皆さんと共に協議を進めてまいります。  

   



 

 

  【 平野委 員】  

    災 害 時 の 支 援 に つ い て ， 推 進 員 と し て 出 来 る 事 を 話 し 合

いたい。  

  （事務 局）  

    柏 市 民 健 康 づ く り 推 進 員 の 皆 さ ん に は ， 地 域 へ の 様 々 な

啓 発 の 活 動 で お 力 を 発 揮 し て い た だ い て お り ま す 。 災 害 に

関 し て も ， 平 時 に お け る 地 域 で の 啓 発 等 の 活 動 を 引 き 続 き

お 願 い し た い と 考 え て お り ま す 。 今 後 も ， 柏 市 民 健 康 づ く

り推進員の皆さんと共に協議を進めてまいります。  

  

  そ の他  

   出された主な質疑・意見は以下のとおり。  

  【 足立委 員】  

    ＣＯＶＩＤ－１９感染のため，社会生活が大きく変化し，

以前の目標達成の為の地域活動が制限され２年がたちます。

何らかの方法を検討しないと，今後の目標達成に影響がでる

と思われますが，いかがでしょうか。  

  （ 事務局 ）  

    新型コロナウイルス流行によって人々の行動制限が長期化

し，子育て中の世代も子ども同士の遊びの機会や親同士の交

流が難しい状況が続いています。昨年度は，保健師の家庭訪

問や電話相談等の個別支援ケースが増加しており，コロナ禍

で親子の見えないストレスや育児不安，育児負担を抱える家

庭が増えていると感じています。  

    このような状況の中で，保護者が安心して子育てができる

ように，母子保健に関するこまめな情報発信，動画による啓

発，ズームの活用による対応を実施しております。事業実施

においても，プログラムの変 更や感染対策を強化して実施し

ているところです。  

    保護者の安心感は，子どもにとっても元気に成長できるこ

とに繋がります。これからも，関係機関と連携し，母子保健

事業を実施してまいります。  

   



 

 

  【 窪谷委 員】  

    生活困窮者，生活保護世帯の周産期管理ついて柏市では分

娩場所の確保，リスク管理をどのような体制で行っていくか

説明をお願いします。生活困窮者，生活保護世帯は周産期リ

ス ク が 高 い ケ ー ス も 多 く ， 高 次 施 設 （ 総 合 病 院 か NICU 併

設）での分娩が必要な場合があります。異常がなければ産院

で分娩，異常発生時は緊急で高次施設へ搬送するなどの連携

が迅速に行えることも重要です。  

  （ 事務局 ）  

    安心・安全な妊娠・出産・子育てには経済面の支援は必要

と考えます。生活支援担当部署等と情報共有と迅速な対応を

連携し，個別支援を強化して行います。  

    分娩場所の確保は，周産期医療体制の充実の面からも県や

庁内関係部署とも対策を検討してまいります。  

  【 杉山委 員】  

    今 後 は ア ン ケ ー ト 集 計 率 を 上 げ て い く こ と が ， 母 子 保 健

計画の成果を上げることにつながると思います。    

  （事 務局 ）    

    ご 指 摘 の と お り ， 計 画 の 取 り 組 み 成 果 を 正 し く 把 握 す る

た め に も 回 収 率 向 上 は 必 要 で あ る と 考 え て お り ま す 。 子 育

て 世 代 に 回 答 し や す い 調 査 方 法 を 検 討 し ， 令 和 ７ 年 度 の 最

終評価に向けて，対応について活かしてまいります。  


